
公立保育所における延長保育料 

児童の区分  利用時間帯 
公立保育所の 
延長保育料 

保 育 標 準 時 間 児 童 午後6時から午後7時まで 100円 

保 育 短 時 間 児 童 

午前7時から午前8時30分まで 100円 

午後4時30分から午後6時まで 100円 

午後6時から午後7時まで 100円 

〇公立保育所における延長保育料（利用１回あたりの額） 
　　　　　　　4月1日現在 

備考 この表において、「保育標準時間児童」とは第7条第1号又は第2号に掲げる児童
のうち保育必要量が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の児童
をいい、「保育短時間児童」とはこれらの号に掲げる児童のうち保育必要量が1月当たり
平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の児童をいう。 

※公立保育所の延長保育のイメージ 

※私立保育所・私立認定こども園の延長保育について 
保育標準時間、保育短時間の時間帯や料金は施設によって異なりますので、直接施設
にお問い合わせください。 


